


⾃治基本条例を知ろう☝

①⾃治基本条例はなぜつくられた︖

②そもそも⾃治って何︖

③条例ができるとどうなる︖
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自治基本条例って難しそう 私たちに何か関係あるの？



⾃治基本条例を知ろう☝

①⾃治基本条例はなぜつくられた︖

町の思い・・・
議会や⾏政のみでまちづくりをするのではなく町⺠
のみなさんと協⼒し、⼀緒にまちづくりをしたい。

町⺠のみなさん、議会、⾏政がそれぞれの役割を果た
し、“町⺠主体の⾃治を推進”するための具体的かつ
基本的なルールが必要︕
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⾃治基本条例を知ろう☝

⾏政（役場） 議会

町⺠のみなさん

協働

３者で共に協⼒し合って、まちづくりをしよう︕
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⾃治基本条例を知ろう☝

②そもそも⾃治って何︖

⾃治とは⾃分たちの地域のことは
“⾃分たち”で考えて、決めて、⾏動することです。

→“⾃分たち”が住む町のことは“⾃分たち”でやろう︕
（役場ではなく、我々が“町の主役“だ︕という考え）
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⾃治基本条例を知ろう☝

③条例ができるとどうなる︖

⾃治基本条例は美瑛町を住み良いまちにしようという
共通の目的をもって⾏動するための基本的なルール

ルールを踏まえて、町⺠主体のまちづくりを実践するこ
とで地域の課題解決につながり、「住み良いまち美瑛」
が実現︕

みんなでルールを共有すると・・・
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⾃治基本条例を知ろう☝

美瑛町⾃治基本条例は

未来の美瑛町のために必要なもの
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⾃治基本条例を知ろう☝
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⾃治基本条例を知ろう☝

第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の
責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事項と仕組みを定めることによっ
て、町民主体の自治を実現することを目的とします。
（用語の定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
（１） 町民 町内に住所を有する者（以下「住民」といいます。）、町内で働く者、町内で学ぶ者及び事業者をいいます。
（２） 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。
（３） 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
（４） 町政 議会と行政が担う自治の活動をいいます。
（５） コミュニティ 町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいま
す。

（基本理念）
第３条 町民、議会及び行政は、美瑛町町民憲章の精神を尊重するとともに、町民が誇れる住み良いまちの実現を図るこ
とを基本理念とし、町民主体の自治を推進します。
（基本原則）
第４条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町の自治を推進するものとします。
（１） 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
（２） 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
（３） 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われることを基本とします。
（４） 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図ります。
（５） 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、その他多様性を尊重します。
（条例の位置づけ）
第５条 この条例は、美瑛町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
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⾃治基本条例を知ろう☝

第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議
会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事
項と仕組みを定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。

→条例制定の目的やどういったことを実現したいのかを明記

（基本原則）
第４条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町の自治を推進するものとし
ます。
（１） 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
（２） 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
（３） 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われることを基本とします。
（４） 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図ります。
（５） 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、その他多様性を尊
重します。

→町民主体の自治を推進するための基本原則を明記
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⾃治基本条例を知ろう☝

第１章 総則

情報共有

町民参加 協働

町民主体の自治が推進される！

町民、議会、行政が役割と
責任を果たすと・・・

情報共有・町⺠参加・協働

町⺠・議会・⾏政
キーワードは・・・
“３者で３原則”
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⾃治基本条例を知ろう☝

第２章 情報共有
（情報の共有）
第６条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝
え合い、共有します。
（情報の提供）
第７条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供します。
（説明責任）
第８条 行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町民から説明を求められた場合には、町の政策及び施策の企画、立案、実施及び評
価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明します。
（情報公開）
第９条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
２ 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、美瑛町情報公開条例（平成１５年美瑛町条例第２号）の規定に
より、情報を公開します。
（個人情報保護）
第１０条 議会は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、美瑛町議会の個人情報の保護に関する条例
（令和５年美瑛町条例第２７号）の規定により、適切な保護を図ります。

２ 行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７
号。以下「個人情報保護法」といいます。）の規定により、適切な保護を図ります。
（町民の意見等）
第１１条 議会及び行政は、町民の意見、提言及び要望に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、町政への反映に努めます。
２ 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を町民に公表します。ただし、規則で定める場合は除きます。
（１） 意見等の内容
（２） 意見等の検討結果及びその理由
３ 議会及び行政は、提出された意見等の検討経過について記録し、適切に管理します。
（会議の公開）
第１２条 議会は、本会議を原則公開し、委員会その他の会議を美瑛町議会委員会条例（昭和６２年美瑛町条例第２号）、美瑛町議会会議規
則（昭和６２年美瑛町議会規則第１号）及び別に定めるところにより公開します。

２ 行政は、附属機関及びこれに類するもの（以下「審議会等」といいます。）の会議を町民に公開します。
３ 議会及び行政は、前２項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
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⾃治基本条例を知ろう☝

第２章 情報共有
（情報の共有）
第６条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するととも
に、互いに町政に関する情報を伝え合い、共有します。

→町民のみなさんからも地域の課題等、情報を伝えていただき、双方で情報のやりとりをしていくことが大
切です。

（情報の提供）
第７条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法
で分かりやすく町民に提供します。
→“分かりやすく”情報を町民のみなさんに提供し、町のことを知ってもらい、興味を持ってもらえるようにし
ます。

「情報なくして、参加なし」
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⾃治基本条例を知ろう☝

第３章 町⺠参加
（町民参加の基本）
第１３条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に
基づき、町政に参加することを基本とします。

２ 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意
思を反映することを基本とします。

３ 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障しま
す。

４ 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由とし
て不利益を受けないよう配慮します。

５ 議会及び行政は、満１８歳未満の者（以下「子ども」といいま
す。）に対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に
参加する機会を確保します。
（町民参加の対象）
第１４条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町
民参加を求めます。

（１） 美瑛町まちづくり総合計画（以下「総合計画」といいます。）
の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画
の策定又は見直し

（２） 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割
に関する条例の制定、改正又は廃止

（３） 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決
定

（４） 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
（５） 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するた
めの外部評価の実施

（６） 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
（７） 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項
２ 行政は、軽微な事項、法令の規定による事項、緊急その他や
むを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところによ
り、町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項に
ついては、町民参加を求めないことができます。

（町民参加の方法）
第１５条 行政は、前条第１項に規定する各号の事項を実施する
ときは、次の各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時
期に町民参加を求めます。

（１） 審議会等の会議の開催
（２） 意見交換会の開催
（３） 町民コメント制度（パブリックコメント）の実施
（４） アンケート調査の実施
（５） その他適切な方法
（提出された意見等の取扱い）
第１６条 行政は、前条に規定する町民参加の方法によって寄せ
られた意見等を総合的に検討します。

２ 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な
方法を用いて次の各号の事項を町民に公表します。ただし、個
人情報保護法の規定により公表することが適当でないと認めら
れるときは、この限りではありません。

（１） 意見等の内容
（２） 意見等の検討結果及びその理由
（審議会等の委員の選任）
第１７条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等
が反映されるよう、規則で定める場合を除き、次の各号に掲げ
る事項に配慮し審議会等の委員を選任します。

（１） 定数の一部に公募による委員を含めます。
（２） 委員の年齢、性別等の均衡を図ります。
（３） 他の審議会等との重複を必要最小限にします。
（美瑛町まちづくり委員会の設置）
第１８条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛
町まちづくり委員会を設置します。

２ 美瑛町まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
規則で定めます。
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⾃治基本条例を知ろう☝
第３章 町⺠参加
（町民参加の基本）
第１３条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本としま
す。
２ 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
３ 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
４ 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
５ 議会及び行政は、満１８歳未満の者（以下「子ども」といいます。）に対し、それぞれの年齢にふさわしい
方法により、町政に参加する機会を確保します。

→町民のみなさんは自治の主体で、町政に参加し、議会と行政は町民のみなさんの声を大切に町政を進
めます。

（町民参加の方法）
第１５条 行政は、前条第１項に規定する各号の事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の
方法により、適切な時期に町民参加を求めます。
（１） 審議会等の会議の開催
（２） 意見交換会の開催
（３） 町民コメント制度（パブリックコメント）の実施
（４） アンケート調査の実施
（５） その他適切な方法

→さまざまな方法で町政へ意見を届けることができます。
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⾃治基本条例を知ろう☝
第３章 町⺠参加

審議会
意⾒交換会
町⺠コメント
アンケート

町⺠

まちづくり

みんなで⼀緒にまちづくり︕︕
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⾃治基本条例を知ろう☝

第５章 町⺠
（町民の権利）
第２１条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
２ 町民は、町政に参加する権利を有します。
３ 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
（町民の役割）
第２２条 町民は、自治の主体であることを認識し、自治を推進するために、主体的かつ積極
的に町政へ参加することに努めます。
２ 町民は、町政へ参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
３ 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。
（子どもの権利）
第２３条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有します。
２ 子どもは、地域社会の一員として、町政に参加する権利を有します。
３ 町民、議会及び行政は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行います。
（事業者の役割）
第２４条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、互いに調和を図
り、まちの発展のために寄与するよう努めます。
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⾃治基本条例を知ろう☝

第11章 条例の⾒直し等

（条例等の見直し）
第４８条 町長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の
理念を踏まえ、美瑛町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
２ 町長は、前項に規定する検討に当たっては、次条に定める美瑛町自治推進委員会に必要
な意見を求めるものとします。
３ 町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく事項を見
直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
（美瑛町自治推進委員会の設置）
第４９条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美瑛町自治推進
委員会（以下「推進委員会」といいます。）を設置します。
２ 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

→行政への参加状況及び条例の運用状況等を審議する
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